○西和賀町奨学金貸与条例施行規則

平成18年３月10日規則第６号

西和賀町奨学金貸与条例施行規則

（趣旨）

第１条　この規則は、西和賀町奨学金貸与条例（平成18年西和賀町条例第７号。以下「条例」という。）第17条の規定に基づき、奨学金の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

（貸与の申請）

第２条　奨学金の貸与を受けようとする者は、奨学金貸与申請書（様式第１号）に条例第６条各号に掲げる書類を毎年４月10日から５月10日まで（１回目）及び９月20日から10月10日まで（２回目）の期間に町長に提出しなければならない。ただし、生活保護家庭の子弟については、申請書の提出期間を繰り上げることができる。

（連帯保証人）

第３条　連帯保証人は、独立の生計を営む成人でなければならない。

２　連帯保証人のうち１人は、原則として保護者とする。

（奨学金貸与選考委員会）

第４条　条例第２条の規定による奨学金貸与選考委員会（以下「選考委員会」という。）の委員長は、委員の互選によって定める。

２　委員長は、会議の議長となり、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

３　委員会は、委員の過半数以上出席しなければ会議を開くことができない。

４　委員会は、選考結果を速やかに町長に通知しなければならない。

（貸与通知）

第５条　町長は、第２条の規定による書類を受理したときは、申請書提出締切後、速やかに選考委員会を招集し、奨学金貸与に係る審査を求め、その選考結果について、適格者に対しては奨学金貸与決定通知書（様式第２号）により、不適格者に対しては奨学金貸与不承認通知書（様式第３号）により、通知しなければならない。

（誓約書）

第６条　奨学金貸与通知書を受けた者（以下「奨学生」という。）は、その通知を受けた日から20日以内に誓約書（様式第４号）を、町長に提出しなければならない。

（借用証書）

第７条　奨学生は、貸与期間が満了したとき、又は条例第11条の規定により停止若しくは廃止されたときは、既に貸与を受けた奨学金の総額に対する奨学金借用証書（様式第５号）を、町長に提出しなければならない。

（返還明細書）

第８条　条例第11条各号に掲げる理由により、奨学金を返還しなければならない者は、その理由の生じた日（条例第16条の規定による返還の免除を申請した者にあっては、その申請に対する決定を受けた日）から20日以内に奨学金返還明細書（様式第６号）を、町長に提出しなければならない。返還方法又は返還額を変更するときも、また同様とする。

（返還の免除等）

第９条　条例第14条及び第15条の規定による返還期限の猶予又は条例第16条第２項の規定による返還の免除を受けようとする者は、当該理由の生じた日から20日以内に奨学金返還免除（返還猶予）申請書（様式第７号）を、町長に提出しなければならない。

（返還免除等の決定）

第10条　町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適、不適の決定をしなければならない。

（奨学金の借用の辞退）

第11条　奨学生は、奨学金の借用を辞退しようとするときは、奨学金借用辞退届（様式第８号）を、町長に提出しなければならない。

（貸与台帳等）

第12条　町長は、奨学金の貸与を行ったときは、奨学金貸与台帳（様式第９号）及び奨学金貸与整理簿（様式第10号）を備え付け、所要事項を記載するものとする。

（補則）

第13条　この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附　則
（施行期日）

１　この規則は、公布の日から施行する。

（湯田町奨学金貸与規則等の廃止）

２　次に掲げる規則は、廃止する。

(１)　湯田町奨学金貸与規則（昭和56年湯田町規則第４号）

(２)　沢内村奨学金貸与規則（昭和60年沢内村規則第６号）

（経過措置）

３　この規則の施行の日の前日までに、廃止前の湯田町奨学金貸与規則又は沢内村奨学金貸与規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。




様式第１号
（第２条関係）
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様式第２号
（第５条関係）
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様式第３号
（第５条関係）
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様式第４号
（第６条関係）
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様式第５号
（第７条関係）
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様式第６号
（第８条関係）
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様式第７号
（第９条関係）
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様式第８号
（第11条関係）
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様式第９号
（第12条関係）
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様式第10号
（第12条関係）
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